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１ はじめに  

  埼玉県では、保健師、助産師、看護師及び准看護師（以下「看護師等」といいま
す。）を養成する施設に在学し、経済的な理由により修学が困難な方に埼玉県看護
師等育英奨学金（以下「育英奨学金」といいます。）を貸与しています。 

  育英奨学金は、卒業後、県内において看護師等として就業する方に貸与するもの
で、無利息ですが、全額返還が原則です。 

  貸与を希望される方は、「貸与のしおり」をよくお読みになって、卒業後の進路
や返還の負担をよく考えた上で申請してください。 

 

２ 申込みから決定、返還までの流れ（予定） 

 
 

 
 
 
 
 
 

令和８年４〜６月 

 令和８年８〜９月 

令和８年６〜８月 

令和８年８〜９月 

 令和８年９〜10 月 

 令和８年 10〜11 月 

令和９年４月以降 

申請（申請者→養成施設→県）※P６ 

審査結果通知（県→養成施設→申請者） 

連帯保証人に関する書類提出（申請者→養成施設→県）※P８ 

貸与支払（県→申請者） 
 

継続貸与申請・辞退（申請者→養成施設→県） 

卒業【貸与終了】 
 

審査（県） 

返還開始 

貸与決定通知（県→養成施設→申請者） 
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3 貸与資格 
  育英奨学金の申請ができるのは、次の4つの条件を全て満たす方です。 
  申請方法についてはP6を参照してください。 

①県内の看護師等養成施設に在学する者 
②身体が強健であり、品行方正であって、学業成績が優秀である者 
［１年次に在学する方］ 

○入学試験における成績が上位２分の１以内であること。 
※貸与申請者成績順位／入学者数により算出します。 

［２年次以上に在学する方］ 
○前年次の成績が上位２分の１以内であること。 
○前年次までの取得単位数が通算標準取得単位数を満たしていること。 
○前年次の欠席日数が出席すべき日数の１割以上でないこと。 
 

※上記の規定に該当しないが、育英奨学金の貸与者としてふさわしいと看護
師等養成施設が判断した場合には申請を受け付けます。 

（この場合、特段の事情について内申書２（３）その他（特記事項）への記
載が必要となります。） 

※申請者多数の場合は、審査に当たって面接を実施する場合があります。 
③経済的な理由により修学が困難である者           
○認定所得金額が３４７万円以下であること。 
 ・算定方法についてはP９〜P１３を参照してください。 
 ・これに相当する世帯・年収の目安は、４人世帯の場合でおおよそ７６７万円 
  以下です。 
 ※上記の規定に該当しないが、家計急変等により、算定された認定所得金額が経 
  済状況の実情と著しく異なり、経済的な理由により修学が困難であると看護師 
  等養成施設が判断した場合には申請を受け付けます。（この場合、家計急変等 
  に関する説明書（P26）が必要となります。） 
④卒業後、県内において看護師等として就業することが確実である 
 と認められる者 
 ※返還事由が生じた日（卒業等）の翌日から２か月以内に県内において看護師等 
  の業務に従事していない場合、貸与額全額一括返還となります。 
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４ 制度概要（貸与） 

（１）貸与年額 
    養成課程ごとの貸与年額は、次のとおりです。（無利息貸与） 
 

設 置 主 体 保健師、助産師 
看護師養成課程 

准 看 護 師 
養 成 課 程 

① 国公立養成施設  ２７０，０００円 
３６０，０００円 

② ①以外の養成施設 ５４０，０００円 

※「国公立養成施設」とは、独立行政法人国立病院機構及び地方公共団体が設置する
養成施設をいいます。 

※「公立大学法人埼玉県立大学」は「② ①以外の養成施設」に該当します。 
 
（２）貸与期間 
     令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間。 
 
（３）貸与方法 
     貸与決定後、年額を一括で被貸与者名義の口座に振り込みます。 
 
（４）継続貸与 
    令和８年４月以降も継続して貸与を受けるためには、毎年度継続申請書の提 
    出が必要となります。下記の「継続申請時の被貸与資格」の条件をすべて満たし 
  ているか審査しますので御留意ください。 
    ※休学又は停学等が生じた場合、貸与は停止となります。なお、休学等から復学

した者の継続貸与申請は、原則として認めません。 
 
    継続申請時の被貸与資格 

○前年次の成績が上位２分の１以内であること。 
○前年次までの取得単位数が通算標準取得単位数を満たしていること。 
○前年次の欠席日数が出席すべき日数の１割以上でないこと。 

   ※上記の規定に該当しないが、育英奨学金の被貸与者としてふさわしいと看 
   護師等養成施設が判断した場合には申請を受け付けます。 
  （この場合、特段の事情について内申書への記載が必要となります｡） 
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５ 制度概要（返還・猶予・免除） 

（１）返還 
育英奨学金は、貸与終了（卒業）後、全額を返還していただきます。 
返還方法は、下記①又は②のいずれに該当するかで変わります。 

 
 ①看護師等の免許を取得し、卒業の翌日（４月１日）から２か月以内に埼玉県内

の施設において看護師等の業務に従事している方 
 ア 返還方法 
   次のいずれかの返還方法となります。 
   ①一括払い 
   ②年賦払い（貸与年額と同額） 
   ③年賦払い（貸与年額の半額） 
   具体的にはP14「９よくある質問」の＜返還＞を参照してください。 
 
 イ 返還期限 
   毎年度の１月３１日 

 
 ② ①以外の方（県外就業、退学など） 

 ア 返還方法 
   一括払い 
 
 イ 返還期限 
   当該返還事由が生じた日の翌日から６か月以内 

 
※返還金の納入が滞った場合、年利７．２５％の延滞利息が発生するほか、貸与者

本人や連帯保証人に対し、督促、催告、財産の差押え等が行われる場合がありま
す。なお、返還事務に必要な範囲で、貸与者本人や連帯保証人の住所及び連絡先
を確認するために必要な個人情報を市区町村長から取得し、保有し、利用するこ
とがありますので、御了承ください。 

 
（２）返還猶予 
  育英奨学金の貸与を受けた方で、次の①〜②に該当する場合は、当該事由が継続

する間返還を猶予することがあります。 
① 卒業後、他の看護師等養成施設（県外の施設も含む。）に進学し、在

学しているとき。 
② 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。 

 
（３）返還免除 

育英奨学金の貸与を受けた方が、死亡し又は心身の著しい障害により返還するこ
とができなくなった場合は、返還を免除することがあります。 
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6 申請手続 

（１）申請方法 
  貸与の申請を行う方は、「（３）申請書類」を参照し、必要な書類を在学してい

る看護師等養成施設に提出してください。 

（２）提出期限 

  各養成施設が指定する期日まで 

（３）申請書類 
  以下の①〜⑩のうち該当する書類を提出してください。 

提出書類 対象 
①貸与申請書（様式第１号）                    P18 

全員 

・「２ 貸与申請金額」については、P4の「（１）貸与年額」を参考に、在
学する養成課程の貸与年額を記載してください。 

・申請時点で申請者が未成年の場合、親権者全員又は未成年者後見人の同意
が必要となりますので、申請書の下欄に自筆してください。 

②内申書（様式第２号）                                  P19 
全員 

・養成施設に記載を依頼してください。 
③家族状況調書（様式第３号）                P20 全員 
④住民票                         

全員 

・世帯員全員の「本籍」、「続柄」及び「筆頭者」が記載されているもの。 
※家族と別居で暮らしていても、家族間で生活費、学費、療養費等の仕送り 
 がある場合は、同一世帯となり、別居している方の住民票の提出も必要に 
 なります。（例︓父母等で勤務地の関係で別居している者や、修学や病気療 
 養等のために一時別居している者）。 

⑤埼玉県看護師等育英奨学金認定所得金額算出表       P21 
全員 ※詳細及び記載方法については P９〜P１３を参照してください。 

  P22 に記載例があります。 
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⑥市区町村長の発行する世帯員全員の所得証明書又は非課税 
 証明書 

全員 

・令和７年分（令和７年１月〜１２月）の所得の内容を証明する所得 
 証明書を提出してください。 
・世帯員全員(本人以外の学生を除く。)の所得証明書を提出してください。 
・申請者本人分も必ず提出してください。 
・所得証明書は、令和８年５月中旬から６月中旬以降、お住まいの市区 
 町村役場で取得することができます。 
・「所得証明書」という名称が一般的ですが、市区町村によっては、 
 「所得証明書」ではなく「課税証明書」という名称の場合があります。 
・無収入や非課税の方については「非課税証明書」を提出してください。 

⑦借入返還計画表                             P23 

全員 

・現時点で決まっている範囲で、借入額（貸与年額×貸与を受ける年数）と  
  年間返還額（卒業後、返還開始時に１年間に返還する金額）を記入してく 
  ださい。 
・他の奨学金も借りる予定の方は、その奨学金についても記入してください。 
 P24 に記載例があります。 
⑧確認書                                                           P25 

全員 ・すべての項目について確認の上、同意していただく必要があります。 
・それぞれの項目の確認欄に○をつけてください。 

⑨その他認定所得算出に必要な証明書類           

該当者
のみ 

ア 世帯員に高校生以上の学生がいる場合︓学生証の写し 
イ 自宅外通学だが住民票を移していない場合︓自宅外通学を証明する書類 
ウ 世帯員に障害者の方がいる場合︓障害者手帳の写し 
エ 「長期療養者世帯」「主たる家計支持者別居世帯」「火災・風水害被害 
  世帯」に該当する場合︓必要な証明書類（P１２を参照してください。） 

⑩家計急変等に関する説明書                   P26 

該当者
のみ 

・「認定所得金額が３４７万円以下であること」に該当しないが、家計急変 
 等により、算定された認定所得金額が経済状況の実情と著しく異なり、経
 済的な理由により修学が困難であると看護師等養成施設が判断し、申請を 
 する場合は提出してください。(※養成施設に記載を依頼してください) 
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７ 連帯保証人 

 育英奨学金の貸与にあたり、連帯保証人が２名必要となります。 
 審査の終了後すぐに連帯保証人についての書類（借用証書等）が必要となりますの
で、あらかじめ、連帯保証人２名の内諾を得ておいてください。 
 なお、原則として貸与決定後（継続貸与期間も含む）に連帯保証人を変更すること
はできませんので、このことを踏まえた上で内諾を得てください。 

※返還が滞ると、実際に県から連帯保証人に対して返還請求を行い、連帯保証人に
返還していただくことになります。返還できるだけの収入があり、十分な信頼関
係ができているか等を考慮し、連帯保証人に相応しい方を立ててください。 

※連帯保証人は育英奨学金の貸与、返還終了までの間を通して保証していただく方 
 なので、審査の結果、変更を求めることがあります 
 

＜連帯保証人の要件＞ 
（１）継続安定した収入が見込まれ、返還が滞った際に、直ちに返還することができ

ること。 
（２）被貸与者本人の配偶者、事実婚の者または同性パートナーでないこと（婚姻予

定の者も含む）。 
（３）連帯保証人１名については２親等以内の親族または（２）の１親等以内の親族

であること。 
（４）連帯保証人１名については関東地方（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉

県、東京都、神奈川県）に住所を有すること。 
（５）被貸与者本人と同一生計を営んでいないこと。（ただし、（３）の連帯保証人

は除く。） 
（６）連帯保証人同士が同一生計を営んでいないこと。 
  ※住民票において同一世帯となっている場合、原則として同一生計とみなします。 
  ※上記（１）〜（６）はあくまで原則となります。 
   これによることができない場合は、埼玉県にご相談ください。 
 
＜連帯保証人に関する提出書類＞ 
貸与の内定を得た方は以下（１）〜（４）の書類を提出してください。 
（１）誓約書 
（２）連帯保証人の住民票（本籍・筆頭者が記載されているもの） 
（３）借用証書 
（４）連帯保証人の本人確認書類（運転免許証の写し等）  
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８ 認定所得金額の算定方法 

 
（１）認定所得金額 
  世帯所得金額合計から各種控除額合計を差し引いた金額を認定所得金額といい

ます。 
 
 

  認定所得金額 ＝ 世帯所得金額合計 － 各種控除額合計  
 
                              （次の（３）の①〜⑧に該当するもの） 

 

 ・「認定所得金額」が３４７万円以下であることが被貸与資格となります。 
・上記の規定に該当しないが、家計急変等により算定された認定所得金額が経済状

況の実情と著しく異なり、経済的な理由により修学が困難であると看護師等養成
施設が判断した場合には申請を受け付けます。（この場合、家計急変等に関する
説明書（P26）の提出が必要となります。） 

 
 
（２）世帯所得金額合計 

同居・別居を問わず、本人と生計を一にする（同一生計）世帯全員の所得金額を
合計した金額を、世帯所得金額合計といいます。（個人毎に１万円未満切捨て） 

・「収入金額」とは給料や売上げなどの総額をいい、「所得金額」は収入金額から
必要経費等を差し引いた金額をいいます。 

・所得金額は、市区町村長の発行する所得証明書等に記載されている所得金額とな
ります。（収入金額ではありませんので注意してください。） 

・本人に所得がある場合は、本人の所得も合算します。 
・家族と別居で暮らしていても、家族間で生活費、学費、療養費等の仕送りがある

場合は、同一生計となります（例︓父母等で勤務地の関係で別居している者や、
修学や病気療養等のために一時別居している者）。 

・住民票において同一世帯となっている場合は、原則として同一生計とみなします。 
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（３）控除額 
  ①世帯人数による控除 

   控 除 額︓下表のとおり 

 

世帯人数 控除額 世帯人数 控除額 

１名    ０円 ４名  ９０万円 

２名  ５９万円 ５名 １００万円 

３名  ７３万円 ６名 １１１万円 
 
      ※７名以上の場合は１名増す毎に６名の控除額に１２万円を加算 
 

 

  ②母子・父子世帯控除 
   控 除 額︓母子・父子世帯である場合９９万円 
 
   ※「母子・父子世帯」とは下記の世帯構成をいいます。 

○母又は父と１８歳未満の子の世帯 
○母又は父と１８歳未満の子及び６０歳以上であって前年の所得金額が 
 ５０万円以下である祖父母の世帯 
○１８歳未満の子の世帯 
○祖父母と１８歳未満の子の世帯 
○配偶者のいない兄姉と１８歳未満の子の世帯 
○配偶者のいない兄姉と１８歳未満の子及び６０歳以上であって前年の所

得金額が５０万円以下である祖父母の世帯 
※この控除に関し、１８歳以上の就学者（本人を含む）及び長期療養者，

障害者等の理由により経済力のない人は、１８歳未満の子として扱って
ください。 
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  ③就学者世帯控除 
   控 除 額︓下表のとおり（控除額は１名当たり） 

※申請者本人は就学者世帯控除の対象ではなく「⑧本人を対象とする控除」に
なります。 

証明書類︓学生証の写し（高校生以上） 
        ︓自宅外通学を証明する書類（自宅外通学だが住民票を移していない 
     場合）  
    ※現在住んでいる住居がアパートなどで、賃貸契約を結んでいる場合 
     は、契約書のコピーを提出してください。学校の寮などで、賃貸契 
     約を結んでいない場合は、学校に寮に住んでいることの証明書（任 
     意様式）をもらい、提出してください。 
 

学校区分 設置主体 通学区分 控除額 設置主体 通学区分 控除額 

小学校 ― ―   ３１万円 ― ― ― 

中学校 ― ―  ４６万円 ― ― ― 

高等学校 国公立 
自宅  ３９万円 

私立 
自宅  ８８万円

自宅外  ６９万円 自宅外  １１８万円

高等専門学校 国公立 

自宅 
(※１)３９万円 

私立 

自宅 
(※１)８８万円

(※２)４３万円 (※２)８７万円

自宅外 
(※１)６９万円 

自宅外 
(※１)１１８万円

(※２)７２万円 (※２)１１６万円

大学・短大 国公立 
自宅  ７４万円 

私立 
自宅 １３３万円

自宅外 １２１万円 自宅外 １８０万円

専修学校 
（高等課程） 

国公立 
自宅   ３９万円 

私立 
自宅  ８８万円

自宅外  ６９万円 自宅外  １１８万円
専修学校 

（専門課程） 
国公立 

自宅  ３６万円 
私立 

自宅  １０２万円
自宅外  ８１万円 自宅外 １４７万円

 
※１…第１学年から第３学年まで 
※２…第４学年、第５学年及び専攻科 
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  ④障害者世帯控除 
   控 除 額︓障害者１名につき９９万円 
 
   証明書類︓障害者手帳の写し 
 
   ⑤長期療養者世帯控除 
   控 除 額︓療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額 
 
   証明書類︓過去１年間の治療費、医薬品費等の領収書の写し 

※出願時において継続して６か月以上の療養を必要とする者の医療費（診療
代・治療代・医薬品代等)、通院のための交通費、世帯員以外の者に支払う介
護費等とします。ただし、健康保険等によって医療給付を受ける金額及び損
害賠償等によって補てんされる金額は除きます。 

 
  ⑥主たる家計支持者別居世帯控除 
   控 除 額︓別居のため特別に支出している年間金額（上限７１万円） 
 
   証明書類︓過去１年間の住居費、光熱水道費等の領収書の写し 

※主たる家計支持者が就労のため別居している世帯で、申請後も１年以上別居
が継続する見込みであることが必要です。 

※別居地の住居費､光熱水道費､家具・家事用品の実費に限ります。 
 

  ⑦火災・風水害被害世帯控除 
   控 除 額︓日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るための基本的な

生産手段(田・畑・店舗等)に被害があって、将来長期にわたって支出
増又は収入減になると認められる年間金額 

 
   証明書類︓罹災証明書等 
   ※申請時の前年から申請時までに、災害等により日常生活を営むために必要な

資材又は生産手段に被害を受け､長期(２年以上)にわたって支出が増加又は
収入が減少する場合の年間金額とします。ただし、保険金、損害賠償等によ
り補てんされた金額は除きます。 
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  ⑧本人を対象とする控除 
   控 除 額︓下表のとおり 
 

証明書類︓自宅外通学を証明する書類（自宅外通学だが住民票を移していない 
     場合）  
    ※現在住んでいる住居がアパートなどで、賃貸契約を結んでいる場合 
     は、契約書のコピーを提出してください。学校の寮などで、賃貸契 
     約を結んでいない場合は、学校に寮に住んでいることの証明書（任 
     意様式）をもらい、提出してください。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※ 埼玉県立常盤高等学校については専修学校（国公立）の保健師・助産師・看護師養 
  成課程の控除額とします。  
 

 

 

 

 

学校区分 保健師・助産師・看護師 准看護師 

大  学（国公立） 
自宅通学  ７７万円   

自宅外通学 １２４万円   

大  学（私 立） 
自宅通学  ９１万円   

自宅外通学 １３８万円   

専修学校（国公立） 
自宅通学  ４６万円    

自宅外通学  ９１万円    

専修学校（私 立） 
自宅通学  ９５万円 自宅通学  ８８万円 

自宅外通学 １４０万円 自宅外通学  １１８万円 
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９ よくある質問 
 
（１）自宅外通学 
 
Ｑ 自宅外通学だが住民票を移していない場合、自宅外通学を証明する書類として、 
 どのような書類を提出すればよいか。 
 
 
 Ａ 現在住んでいる住居がアパートなどで、賃貸契約を結んでいる場合は、契約書 
  のコピーを提出してください。学校の寮などで、賃貸契約を結んでいない場合は、 
  学校に寮に住んでいることの証明書（任意様式）をもらい、提出してください。 
 
（２）県内就業 
 
Ｑ 卒業後、県内において看護師等として就業したことはどのように確認するのか。 
 
 
 Ａ 卒業後、６月中旬までに「就業届」を提出していただきます。 
  提出いただいた「就業届」により、卒業日の翌日（４月１日）から２か月以内 
 （５月３１日）に県内において看護師等の業務に従事しているかどうか確認します。 
   なお、卒業日は各養成施設の卒業式の日ではなく、３月３１日とします。 
 
 
Ｑ 退学した場合や看護師免許が取得できなかった場合はどうなるのか。 
 
 
 Ａ 退学した場合は、退学日の翌日から６か月以内に一括返還していただくことと 
  なります。 
   卒業時に、貸与を受けた養成施設に係る看護師等免許が取得できなかった場合 
  も、原則として一括返還となります。しかし、翌年の試験に合格する見込みがあ 
  ると養成施設が認めるときは、１年間返還を猶予することがあります。 
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（３）返還 
 
Ｑ 育英奨学金の返還について教えてほしい。 
 
 
 Ａ 育英奨学金の返還は、県が発送する納入通知書を添えて金融機関の窓口で入金

していただくことになります。納入場所等の詳細については、納入通知書の発送
時にお知らせします。 

   育英奨学金の返還方法は、下記①又は②のいずれかとなります。 
 
  ①看護師等の免許を取得し、卒業後２か月以内に埼玉県内の施設において看護 
   師等の業務に従事している方 

  次のいずれかの返還方法となります。 
  ア 一括払い 
  イ 年賦払い（貸与年額と同額） 
  ウ 年賦払い（貸与年額の半額） 

    なお、納入通知書は毎年９月頃の発送予定で、返還期限は毎年度１月末です。 
 
   （返還例）…年額540,000円で３年間貸与を受けた場合【総額 1,620,000円】 

 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 

一括払い 1,620,000      

年賦払い 
（ 貸 与 年 額 と 同
額） 

540,000 540,000 540,000    

年賦払い 
（ 貸 与 年 額 の 半
額） 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 

 
  ② ①以外の方（県外就業、退学など） 
   当該事由が生じた日の翌日から６か月以内に一括返還していただきます。 
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（４）返還猶予 
 
Ｑ 現在返還中であるが、次の４月より看護師課程に進学する。手続はどうなるか。 
 
  
 Ａ 返還猶予申請書及び進学先の在学証明書を提出してください。進学してから１

か月以内に提出するようお願いします。 
 
 
Ｑ 疾病・けが等により返還ができない状況の場合は、返還猶予となるのか。 
 
   
 Ａ 返還猶予申請書及び医師の診断書（疾病・けが等に関する具体的な病名及び療

養に要する期間の記載があることが必須）を提出してください。 
   審査の上で猶予を決定しますので、申請した方全てが猶予となるわけではあり

ません。なお、診断書記載の期間のみが猶予の検討対象となります。 
 
Ｑ 卒業後、福祉関係を専攻する大学に進学した場合は、返還猶予となるのか。 
 
 
 Ａ この場合は、返還猶予の対象外です。返還猶予の対象となるのは、看護職員（保

健師、助産師、看護師）を養成する学校等であり、卒業すると看護職員免許試験
の受験資格を得ることが必要です。それ以外の学校等への進学は対象外です。 

 
 
（５）育英奨学金の貸与を２度以上受ける場合 
 
Ｑ 准看護師課程の時と看護師課程に進学した時の２度育英奨学金を受ける場合は、 
 書類の手続方法や年間返還額はどうなるか。 
 
 
 Ａ 育英奨学金は貸与を受けた養成施設ごとに扱っており、貸与番号も異なります。

書類の提出が必要な場合はそれぞれ作成していただくこととなります。 
   また、年間返還額はそれぞれの貸与年額の半額の合計となります。例えば、准

看護師課程で毎年３６万円、看護師課程で毎年５４万円の貸与を受けた場合は、
４５万円（１８万円＋２７万円）の年賦払いとなります。 
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（６）他の奨学金との併用 
 
Ｑ 他の奨学金と併用できるのか。 
 
 
 Ａ 他の奨学金との併用は可能です。併用を考える際には、他の奨学金の貸付条件

や今後の返済計画をよく確認してください。 
 
（７）その他 
 
 
Ｑ 手続に必要な書類・しおりを紛失してしまった。 
 
 

 Ａ 埼玉県のホームページから各種提出書類・しおり・条例等が印刷できま
す。  

   http://www.pref.saitama.lg.jp/a0709/ikueishougakukinn/ 
 インターネットを利用できない場合、ＦＡＸ・郵送等で送付しますので御 
連絡ください。 

 
 
Ｑ 学校の説明の一部に分からないことがあるのだが。 
 
 
  Ａ 御不明な点がある場合は、必ず埼玉県に確認してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0709/ikueishougakukinn/
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様式第１号（第１条関係） 
 

埼玉県看護師等育英奨学金貸与申請書 
 

令和  年  月  日 

（宛先） 
  埼玉県知事 
 

貸与申請者  郵便番号    ―     

              住 所                    

              氏 名                    

              生年月日           年  月  日生 

              電話番号     －     －        

 

 私は、埼玉県看護師等育英奨学金の貸与を受けたいので、埼玉県看護師等育英奨

学金貸与条例施行規則第１条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 １ 在学する学校・養成所名等 
 （１）学校・養成所名                    
 （２）課  程  名                     
 （３）学     年 第   学年 
 

 ２ 貸 与 申 請 金 額  年額 金       円 
 

 ３ 貸 与 申 請 期 間  令和８年４月から令和９年３月まで 
 

 ４ 貸与を希望する理由 

                                      

                                      

 ＊ 以下は、貸与申請者が未成年の場合に記入してください。 
  上記申請について同意します。 

親権者 住  所 〒                              
（未成年者後見人）氏  名             貸与申請者との関係          

親権者 住  所 〒                              
（未成年者後見人）氏  名             貸与申請者との関係          
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様式第２号（第１条関係） 
 

内  申  書 
第   号 
令和  年  月  日 

（宛先） 
  埼玉県知事 
 

学校・養成所名             
校長氏名                
課 程 名                

記 載 者                
 
 埼玉県看護師等育英奨学金の貸与を希望している下記の学生について、埼玉県看護師等育

英奨学金貸与条例施行規則第１条の規定により内申します。 
 

記 
 
 １ 貸与申請者   第  学年 氏名            
 
 ２ 本人の状況 
 （１）健康状況及び品行 
 
 
 （２）学業成績（イ及びウは２年生以上について記入） 

ア 順位    人中第    位（上位  パーセント） 
入学試験の種類（１年生について記入）                   

イ 欠席日数    日／出席すべき日数    日（欠席割合  パーセント） 
ウ 取得単位数   単位／通算標準取得単位数   単位（准看護師養成課程は記載不要） 

＊アの順位は、1年次に在学する方の場合、入学者中の順位を記載してください。 
＊学業成績が貸与資格を満たさない場合は（３）その他（特記事項）に「貸与申請する特段の事情」を

必ず記載してください。 

 
  （３）その他（特記事項） 
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様式第３号（第１条関係） 
 

家 族 状 況 調 書 
 
  １  貸与申請者 

住          所  
氏          名  
学校・養成所名  

 
 
  ２  家族の状況 
 

氏     名  続 柄  生年月日  職 業  給与所得額  その他の所得額 同居・別居の別 

 本人       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



１　世帯所得金額 世帯所得金額合計 万円①

世帯員氏名

＊所得金額は１万円未満切捨

２　控除金額 控除額［(1)～(8)］合計 万円②

(1)世帯人数による控除 控除額 万円(1)

世帯人数 名

(2)母子・父子世帯控除 控除額 万円(2)

(3)就学者世帯控除 控除額 万円(3)

学校区分 設置主体 通学区分

万円 名 万円

万円 名 万円

万円 名 万円

万円 名 万円

(4)障害者世帯控除 控除額 万円(4)

(5)長期療養者世帯控除 控除額 万円(5)

(6)主たる家計支持者別居世帯控除 控除額 万円(6)

(7)火災・風水害被害世帯控除 控除額 万円(7)

(8)本人を対象とする控除 控除額 万円(8)

３　認定所得金額 認定所得金額 万円(①－②）

「世帯所得金額合計」－「控除額合計」

埼玉県看護師等育英奨学金認定所得金額算出表

続柄 職業所得金額 所得種別

万円

万円

万円

設置主体

控除額

①×②

種別 通学区分

①

１名当たり控除額 人数

万円

万円

万円

②

万円
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１　世帯所得金額 世帯所得金額合計 750 万円①

世帯員氏名

埼玉　彩子

埼玉　太郎

埼玉　花子

埼玉　一郎

埼玉　次郎

＊所得金額は１万円未満切捨

２　控除金額 控除額［(1)～(8)］合計 421 万円②

(1)世帯人数による控除 控除額 100 万円(1)

世帯人数 5 名

(2)母子・父子世帯控除 控除額 万円(2)

(3)就学者世帯控除 控除額 226 万円(3)

学校区分 設置主体 通学区分

大学 私立 自宅外 180 万円 1 名 180 万円

中学校 ― ― 46 万円 1 名 46 万円

万円 名 万円

万円 名 万円

(4)障害者世帯控除 控除額 万円(4)

(5)長期療養者世帯控除 控除額 万円(5)

(6)主たる家計支持者別居世帯控除 控除額 万円(6)

(7)火災・風水害被害世帯控除 控除額 万円(7)

(8)本人を対象とする控除 控除額 95 万円(8)

３　認定所得金額 認定所得金額 329 万円(①－②）

「世帯所得金額合計」－「控除額合計」

看護師養成課程 私立 自宅

１名当たり控除額 人数 控除額

① ② ①×②

種別 設置主体 通学区分

万円

万円

父 550 万円 給与所得 会社員

母 給与所得 会社員

万円 中学生

200 万円

弟

兄 万円 大学生

埼玉県看護師等育英奨学金認定所得金額算出表

続柄 所得金額 所得種別 職業

本人 万円 看護学校生

記載例

算出表を電子デー
タで入力する場合、
着色された箇所に
入力してください。
（それ以外の箇所
には入力できない
ようになっていま
す。）
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借入返還計画表 

 
 

                      令和  年   月  日 
 

                     氏名             
 
 
                           （単位 円、年） 

借入内容 
借入額 
（Ａ） 

年間返還額 
（Ｂ） 

返還年数 
（Ｃ） 

免除制度 
の有無 

埼玉県看護師等育英奨学金     

他の奨学金① 
（予定を含む）     

他の奨学金② 
（予定を含む）     

合計     

 
※１ 他の奨学金欄は該当する場合に記載してください 
※２ 免除制度「あり」の奨学金は、返還になった場合を想定し記載してください。 
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借入返還計画表 

 
 

                      令和  年   月  日 
 

                     氏名             
 
 
 
   
 
                           （単位 円、年） 

借入内容 
借入額 
（Ａ） 

年間返還額 
（Ｂ） 

返還年数 
（Ｃ） 

免除制度 
の有無 

埼玉県看護師等育英奨学金 1,080,000 270,000 ４  

他の奨学金① 
（予定を含む） 960,000 240,000 ４ あり 

他の奨学金② 
（予定を含む） 

－ － － － 

合計 2,040,000 510,000   

 
※１ 他の奨学金欄は該当する場合に記載してください 
※２ 免除制度「あり」の奨学金は、返還になった場合を想定し記載してください。 
 

①貸与額の総額 

②貸与年額の同額 

③貸与年額の半額 

 のいずれか予定している額を記載 
（Ａ）÷（Ｂ） 

予定している貸与額の総額を記載 

2 年間の予定の場合、貸与年額×2 の額 

記載例 

 

それぞれの奨学金に応じた額と年数を

記載してください。 
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確認書 

                        令和  年  月  日 
 
（宛先） 
  埼玉県知事 
 
 
             貸与申請者 氏名               
 
 
 私は、下記の内容について確認の上、同意します。 
 

記 
 
確認欄 項目 

 私は健康に注意し、在学中は勉学に励みます。 

 卒業時には看護師等の免許を取得できるよう、努めます。 

 
卒業後（猶予満了後）は埼玉県内の施設において看護師等の業務に従

事します。 

 
「看護師等育英奨学金貸与のしおり」を読み、その内容を理解した上

で埼玉県看護師等育英奨学金貸与申請を行います。 
※それぞれの項目の確認欄に○をつけてください。 
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家計急変等に関する説明書 
 

第   号 
令和  年  月  日 

（宛先） 
  埼玉県知事 
 

学校・養成所名             
校長氏名                
課 程 名                

記 載 者                
 
 埼玉県看護師等育英奨学金の貸与を希望している下記の学生について、家計急変

等により算定された認定所得金額が経済状況の実情と著しく異なり、経済的な理由に

より修学が困難であると認められるので説明します。 

 
記 

 
 １ 貸与申請者   第  学年 氏名            
 
  ２ 算定された認定所得金額         円 
 
  ３ 家計急変等の理由 
 
 
 
 
 
 ４ 経済状況の実情（生活費の出所・親族等からの援助の有無等） 
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○埼玉県看護師等育英奨学金貸与条例（平成10年3月27日条例16号） 

埼玉県看護師等育英奨学金貸与条例 

平成十年三月二十七日 

条例第十六号 

  

 改

正 

平成一四年 二月一九日条例第二号 平成二二年 三月三〇日条例第一四号  

埼玉県看護婦等育英奨学金貸与条例をここに公布する。 

埼玉県看護師等育英奨学金貸与条例 

題名改正〔平成一四年条例二号〕 

（目的） 

第一条 この条例は、県内の看護師等養成施設に在学する者であって、経済的な理由により修学が

困難で、かつ、将来県内において看護師等の業務に従事しようとするものに対し、予算の範囲内

で奨学金を貸与することにより、その修学を容易にし、看護師等の養成及び確保を図ることを目

的とする。 

一部改正〔平成一四年条例二号・二二年一四号〕 

（定義） 

第二条 この条例において「看護師等」とは保健師、助産師、看護師及び准看護師をいい、「看護

師等養成施設」とは保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）に基づき指定を受け

た学校又は養成所（これらのうち授業料が徴収されないものを除く。）をいう。 

一部改正〔平成一四年条例二号・二二年一四号〕 

（貸与の対象者） 

第三条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 

一 県内の看護師等養成施設に在学する者であること。 

二 身体が強健であり、品行方正であって、かつ、学業成績が優秀な者であること。 

三 経済的な理由により修学が困難な者であること。 

四 看護師等養成施設を卒業した後、県内において看護師等の業務に従事することが確実である

と認められる者であること。 

一部改正〔平成一四年条例二号・二二年一四号〕 
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（貸与の額） 

第四条 奨学金の貸与の額は、次の表のとおりとする。 

  

 区分 貸与額（年額）  

 看護師等養成施設に在学

する者（次の項に該当す

る者を除く。） 

地方公共団体又は独立行

政法人国立病院機構が設

置する看護師等養成施設 

二十七万円  

   地方公共団体又は独立行

政法人国立病院機構以外

の者が設置する看護師等

養成施設 

五十四万円  

 看護師等養成施設に在学する者（准看護師を養成する課

程に在学する者に限る。） 

三十六万円  

一部改正〔平成二二年条例一四号〕 

（貸与期間） 

第五条 奨学金の貸与期間は、その貸与を受ける者の在学する看護師等養成施設の正規の修業期間

以内とする。ただし、知事は、やむを得ない事由があると認めるときは、貸与期間を延長するこ

とができる。 

一部改正〔平成一四年条例二号〕 

（交付の方法） 

第六条 奨学金は、その年額を一括して本人に交付する。 

一部改正〔平成二二年条例一四号〕 

（貸与の決定の取消し等） 

第七条 知事は、奨学金の貸与の決定又は交付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する

ときは、奨学金の貸与の決定を取り消し、又は交付を停止するものとする。 

一 第三条に規定する者でなくなったとき。 

二 休学したとき。 

三 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。 

四 その他奨学金を貸与することが適当でないと認められるに至ったとき。 

（返還事由） 

第八条 奨学金の貸与を受けた者は、卒業その他の事由により奨学金の貸与の事実がやんだとき

は、規則の定めるところにより、貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。 

（返還の債務の履行猶予） 

第九条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が看護師等養成施設に在学している間は、奨学金の返還

の債務の履行を猶予するものとする。 

２ 知事は、奨学金の貸与を受けた者に災害、疾病その他やむを得ない事由があるときは、当該事

由が継続する期間、奨学金の返還の債務の履行を猶予することができる。 

一部改正〔平成一四年条例二号〕 
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（返還の債務の免除） 

第十条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が死亡し、又は心身の著しい障害により奨学金を返還す

ることができなくなったときは、奨学金の返還の債務（履行期が到来していない部分に限る。）

の全部又は一部を免除することができる。 

（延滞利息） 

第十一条 奨学金の貸与を受けた者が、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還

しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年

七・二五パーセントの割合を乗じて得た額の延滞利息を支払わなければならない。 

２ 前項の規定による延滞利息の額が、百円未満であるときは、これを徴収しないものとする。 

（委任） 

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成十年四月一日から施行する。 

附 則（平成十四年二月十九日条例第二号） 

この条例は、平成十四年三月一日から施行する。 

附 則（平成二十二年三月三十日条例第十四号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。 

２ 改正後の埼玉県看護師等育英奨学金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に新規の奨学

金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に新規の奨学金の貸与の決定を受けた者につ

いては、なお従前の例による。 

（埼玉県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例の廃止） 

３ 埼玉県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例（昭和三十八年埼玉県条例第五

号）は、廃止する。 

（埼玉県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例の廃止に伴う経過措置） 

４ 前項の規定による廃止前の埼玉県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例の規

定に基づく貸与の決定を受けた者に係る修学資金の貸与及び返還については、なお従前の例によ

る。 
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埼玉県看護師等育英奨学金貸与条例施行規則（平成10年3月31日規則47号） 

埼玉県看護師等育英奨学金貸与条例施行規則 

平成十年三月三十一日 

規則第四十七号 

改正 

 平成一四年 二月二六日規則第六号 

 平成二〇年 八月二九日規則第七八号 

 平成二二年 三月三〇日規則第五七号 

 令和 七年 三月二八日規則第六〇号 

 

埼玉県看護婦等育英奨学金貸与条例施行規則をここに公布する。 

  埼玉県看護師等育英奨学金貸与条例施行規則 

（貸与の申請） 

第一条 埼玉県看護師等育英奨学金貸与条例（平成十年埼玉県条例第十六号。以下「条例」

という。）の規定により、奨学金の貸与を受けようとする者は、毎年度、様式第一号の奨

学金貸与申請書に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

一 様式第二号の内申書 

二 様式第三号の家族状況調書 

２ 知事は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査の上、貸与の可否を決定し、

その結果を本人に通知するものとする。 

（誓約書の提出） 

第二条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人二人が連署した様式第四号の誓約

書を知事に提出しなければならない。 

（連帯保証人） 

第三条 前条の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者であって、保証能力を有するもので

なければならない。 

（退学等の届出） 

第四条 第一条第二項の規定により貸与の決定の通知を受けた者（以下「被貸与決定者」と

いう。）は、退学し、休学し、転学し、又は条例第三条第二号から第四号までに該当する

者でなくなったときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。退学又は停学の

処分を受けたときも、同様とする。 

（辞退の届出） 

第五条 被貸与決定者は、奨学金の貸与を辞退しようとするときは、その旨を知事に届け出

なければならない。 

（卒業の届出） 

第六条 奨学金の貸与を受けた者（以下「被貸与者」という。）は、奨学金の貸与に係る看

護師等養成施設を卒業したときは、速やかに様式第五号の卒業届を知事に提出しなければ

ならない。 



31 
 

（就業の届出） 

第七条 被貸与者で、奨学金の貸与に係る看護師等の免許を取得したものは、当該奨学金の

返還の事由が生じた日（条例第九条の規定による奨学金の返還の債務の履行の猶予を受け

た者にあっては、当該猶予の期限。次条第一項及び第二項において同じ。）の翌日から起

算して二箇月以内に県内において看護師等の業務に従事したときは、速やかに様式第六号

の就業届を知事に提出しなければならない。 

（返還方法） 

第八条 前条の規定により就業届を提出した者は、返還の事由が生じた日の属する年の翌年

（返還の事由が生じた日が八月一日から十二月三十一日までの間である場合にあっては、

翌々年）以降、毎年一月三十一日までに、貸与を受けた奨学金の年額の二分の一に相当す

る額（返還すべき債務の残額が当該額に満たないときは、当該返還すべき債務の残額）を

県に返還しなければならない。 

２ 被貸与者（前条の規定により就業届を提出した者を除く。）は、返還の事由が生じた日

の翌日から起算して六箇月以内に、貸与を受けた奨学金の全額を一括して県に返還しなけ

ればならない。ただし、知事がやむを得ないと認めるときは、前項に規定する返還の方法

によることができる。 

３ 被貸与者は、第一項及び前項ただし書の規定にかかわらず、返還すべき債務の全部又は

一部を繰り上げて返還することができる。 

４ 知事は、第一項及び第二項ただし書の規定による返還が困難な特別の事情があると認め

る者については、返還すべき年額を減額することができる。 

（返還の債務の履行猶予の申請） 

第九条 条例第九条の規定により奨学金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、

様式第七号の返還猶予申請書に猶予を受けようとする理由を証明することのできる書類を

添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査の上、猶予の可否を決定し、

その結果を本人に通知するものとする。 

（返還の債務の免除の申請） 

第十条 条例第十条の規定により奨学金の返還の債務の免除を受けようとする者は、様式第

八号の返還免除申請書に免除を受けようとする理由を証明することのできる書類を添え

て、知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査の上、免除の可否を決定し、

その結果を本人に通知するものとする。 

（異動の届出） 

第十一条 被貸与決定者は、本人又は連帯保証人の氏名、住所、連絡先等に変更があったと

き、及び条例第九条の規定による奨学金の返還の債務の履行の猶予を受けている場合であ

って当該履行の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、速やかにその旨を知事

に届け出なければならない。 

（死亡の届出） 
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第十二条 被貸与決定者が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、様式第九号の死亡

届にその死亡を証明する書類を添えて、速やかに知事に提出しなければならない。 

（報告の要求） 

第十三条 知事は、奨学金の貸与の目的を達成するため必要があるときは、被貸与決定者に

報告を求めることができる。 

附 則 

この規則は、平成十年四月一日から施行する。 

附 則（平成十四年二月二十六日規則第六号） 

この規則は、平成十四年三月一日から施行する。 

附 則（平成二十年八月二十九日規則第七十八号） 

この規則は、公布の日から施行する。（後略） 

附 則（平成二十二年三月三十日規則第五十七号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。 

（埼玉県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例施行規則の廃止） 

２ 埼玉県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例施行規則（昭和三十八年

埼玉県規則第二十一号）は、廃止する。 

附 則（令和七年三月二十八日規則第六十号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼玉県保健医療部医療人材課 
看護・医療人材担当 

 
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

ＴＥＬ ０４８－８３０－３５４６ 
 


